
国国 のお知らせ民民年年金金

お問い合わせ先：町民課戸籍年金係　☎４７－４６８１
　　　　　　　　函 館 年 金 事 務 所　☎０１３８－３１－９０８６（国民年金課）

会社を退職したあとの手続きについて

切替え手続きは、次のとおり区分されます。該当する区分への切替え手続きを行ってください。

　所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きに
より承認を受けると、保険料の納付が免除になる場合があります。納付が難しい場合は、必
ず免除などの申請を行ってください。
　また、退職（失業など）により納付が困難な場合は、特例免除が申請できます。

　健康保険（協会けんぽ）および厚生年金保険に加入している被保険者が適用事業所を退職
し、しばらく次の会社に入らない場合や、自営業者などになった場合には、その期間は国民
年金第１号被保険者の手続きを行い、国民年金保険料を納める必要があります。
　また、退職して配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる場合には、国民年金第３号被
保険者の手続きを行います。

保険料の納付が難しい場合

第１号被保険者の加入手続き

※�第２号被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者も同時に国民年金第３号被保険者
の資格を喪失するので、第1号被保険者の手続きをする必要があります。

※第３号被保険者の方は、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きをしてください。

ケ　　　ー　　　ス 区　　　分
配偶者が適用事業所に勤務している場合（健康保険・厚生年金加入）
で、配偶者の被扶養者となる場合 国民年金第３号被保険者

配偶者が適用事業所に勤務している場合（健康保険・厚生年金加入）
で、配偶者の被扶養者とならない場合 国民年金第１号被保険者

配偶者がいない、または配偶者が適用事業所に勤務しない場合（自
営業・主婦など） 国民年金第１号被保険者

手続き先 住所地の市区役所または町村役場

必要書類

・国民年金被保険者関係届書（申出書）

基礎年金番号により手続する場合
・基礎年金番号通知書　

または
・�年金手帳などの基礎年金番号を
明らかにすることができる書類

マイナンバー（個人番号）により手続をする場合
・マイナンバーカード
※�マイナンバーカードをお持ちでない場合は、
次の１および２の書類

１．マイナンバーが確認できる書類
　�通知カード、個人番号の表示がある住民票の
写し

２．身元（実存）確認書類
　運転免許証、パスポート、在留カード

提出期限 退職日の翌日から14日以内
提 出 者 ご本人または世帯主
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